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別 記 

１２ 天気予報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス 

（２）当社が別に定める協定事業者が提供する天気予報サービスは、次のとおりとします。 

区別 内容 電気通信番号 

天気予報サービス 
気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する

気象情報を通知するサービス 
１７７ 

 

（４）天気予報サービスは、１の音声通信について、天気予報を聞くことができる状態にした時刻から起算

し、６分経過後１２分までの間において、その音声通信を打ち切ります。 

（注１）（２）（３）の「当社が別に定める協定事業者」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話

株式会社とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 記 

１２ 天気予報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス 

（２）（削除） 

 

（４）（削除） 

（注１）（３）の「当社が別に定める協定事業者」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会

社とします。 
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附 則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正約款は、２０２５年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービ

スの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

（整理品目） 

３ この改正規定実施の際、現に改正前の規定により当社が締結した光電話サービスに関する提供条件は、

次項に掲げるもののほか、改正規定に規定する光電話サービスに関する提供条件に準ずるものとします。 

４ 前項に規定する光電話サービスに関する提供条件は、次のとおりです。 

別 記 

１２ 天気予報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス 

（２）当社が別に定める協定事業者が提供する天気予報サービスは、次のとおりとします。 

区別 内容 電気通信番号 

天気予報サービス 
気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する

気象情報を通知するサービス 
１７７ 

（４）天気予報サービスは、１の音声通信について、天気予報を聞くことができる状態にした時刻から起算

し、６分経過後１２分までの間において、その音声通信を打ち切ります。 

 

（特例措置） 

５ 以下の特例措置は、２０２５年４月１日から２０２５年６月３０日まで実施します。 

６ ５の実施期間中に、光電話サービス契約の申込みした光電話サービス契約者には、特例措置として、コ

ース１に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係る工事

費、番号移転に係る工事費を 0円とします。 

 

 


